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1. 日本の十分性認定と GDPR 対応 
 

 2019 年 1 月 23 日、EEA 域内から日本への個人データの移転を認める十分性認定が、欧州委員会よりなされました 1。欧州委

員会と、日本の個人情報保護委員会の双方が、この点についてのプレスリリースを公表しています 2・3。 

 これまで、EEA 域内から日本に個人データを移転するためには、GDPR の越境移転規制に対応するために標準契約条項

（Standard Contractual Clause、以下｢SCC｣といいます。）の締結等が必要でしたが、今後は越境移転規制のための対応を講じる

ことなく EEA 域内から日本に個人データを移転することが可能となります。 

 また、同日、平成 31 年個人情報保護委員会告示第１号が出され、個人情報保護法 24 条にいう｢外国｣から、欧州経済協定

（EEA）に規定された国が除かれることになりましたので 4、日本から EEA 域内に個人データを移転する際には、個人情報保護法

24 条の規制は適用されず、第三者提供に係る原則である個人情報保護法 23 条に従って対応すれば足りることになりました。 

 さらに、同日、EEA 域内から十分性認定に基づいて移転を受けた個人データの取扱いについて定めた｢個人情報の保護に関す

る法律に係る EU 域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール｣（以下｢補完的ルール｣と

いいます。）も発効しました（補完的ルールの内容については、当職らの企業法務ニューズレター2018 年 8 月号をご参照くださ

い。）。補完的ルールは、日本で法的拘束力を有する規律とされていますので、EU 域内から十分性認定により移転を受ける個人

データがある日本企業にとっては、補完的ルールに定められた 5 項目（要配慮個人情報規制、保有個人データ規制、利用目的の

特定・利用目的による制限規制、外国にある第三者への提供の制限規制、匿名加工情報規制）を遵守するべく個人情報の取扱

                                                   
1  十分性認定のドラフトの解説については、企業法務ニューズレター2018 年 9 月号をご参照下さい。 

2  欧州委員会のプレスリリースは、http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_en.htm。 

3  個人情報保護委員会のプレスリリースは、https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/310123/。 

4  個人情報の保護に関する法律施行規則 11 条。 
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いについて定める社内規則を改訂する必要があります。 

 以下の表では、十分性認定を踏まえて今後日本企業が行うべき GDPR 対応などを掲げています（各項目の詳細は、企業法務

ニューズレター2018 年 8 月号をご参照ください。）。補完的ルールの内容を踏まえた社内規則の策定を以て一通り GDPR 対応は

完了することになる日本企業にとっては、今後はグループ全体での GDPR の遵守状況の定期的な監査・モニタリング、M&A に際

しての買収対象の会社の GDPR の観点からのデューディリジェンス、データの漏えい等やデータ主体からの権利行使への具体的

な対応等が課題であるものと思われます。他方で、海外からのインバウンドへの対応が必要となる業界でも GDPR への対応が十

分に進んでいない企業は少なくないようですが、東京オリンピックや大阪万博などに向けて日本企業の情報セキュリティへの対応

がいっそう関心を呼ぶ前に対応を完了させておく必要がありそうです。 

 この十分性認定は、欧州の当局によって、最初は 2 年、その後も少なくとも 4 年に一度の見直しを受けるものとされています

(GDPR45 条 3 項)。見直し作業の結果、日本の個人情報保護の仕組みが GDPR に比して十分ではないと判断された場合には、

十分性認定が将来撤回されることもあり得ます。日本企業としては、欧州を含む各国におけるデータ保護法制の動向を今後とも

注視していくことが望まれます。 

 

企業が所在する地域 必要な対応など 

日本企業 (1) 補完的ルールの内容を踏まえた社内規則の策定（締結済みの SCC は引き続き利用可能） 

(2) 十分性認定がなされた後も、GDPRの直接適用・域外適用を受ける場合にGDPR対応は引き続

き必要であることに注意（GDPR の適用範囲については、企業法務ニューズレター2018 年 2 月

号および 2018 年 11 月号をご参照ください。） 

(3) EEA 域内の企業（日本企業の子会社、支店、現地事務所を含む）のために個人データの処理を

行う会社は、自らに GDPR が適用されるか否かとは関係なく、EEA 域内の企業との間で GDPR

所定のデータ処理契約を締結する必要あり（実務的には、大量の契約を締結することになる、

処理を行う側の会社にて契約のひな形を作成する必要があります。この点への対処について

は、企業法務ニューズレター2018 年 2 月号をご参照ください。） 

EEA 域内に所在する

拠点・グループ会社 

・ GDPR 対応は引き続き必要であり、日本企業としては、グループの問題として、本社主導で対応

の完了を目指す必要あり。EEA 域内では GDPR に基づく当局の調査や摘発・制裁金賦課事例

も出てきており、速やかな対応が必要 

上記以外の地域の拠

点・グループ会社 

(1) GDPR の直接適用・域外適用を受ける場合には、GDPR 対応は引き続き必要 

(2) EEA からの個人データの移転を受けるに際しては、越境移転規制に対応するための標準契約

条項（SCC）の締結が引き続き必要となり得る 

 

2. グローバルでの個人情報保護法制への対応 
 

 昨今、日本企業において、グローバルでの人事管理・顧客情報管理・各種情報の共有や、グローバル内部通報制度の導入が

進んできています。GDPR 以外にも、世界各国において厳格な個人情報保護法制が整備されるようになっている上に、国によって

は、実際に当局が摘発を行っている例もあるなど、これまで以上にグローバルでの個人情報保護法制への対応が重要になってき

ています。 

 あらゆるデータ処理について網羅的な調査・対応を行うことは現実的ではないかもしれませんが、GDPR 対応を経験した日本企

業のこの分野への関心は非常に高く、グローバルで個人情報保護法制への対応を検討する日本企業は増えてきているように思

われます。特に、①グローバルにシステムを共通化して個人データをやり取りする場合、②センシティブな個人データを大規模に

取り扱う場合、③新たな仕組み・サービスを導入して個人データを取り扱うこととする場合、④グローバル内部通報制度を導入す

る場合などには、グローバルでの個人情報保護法制への違反についても現実的なリスクとして捉え、その対応についてしっかりと

取り組むことが望まれます。 

以 上 
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